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この条例は、障がいのある人と障がし1のない人とが互いに

個人の権利を尊重し合いながら心豊かに主体的に生活すること

ができる地域づくりを目指し、制定されました。

＊菖章魚



けんみんとう　やくわり　　じよう 

●県民等の役割（6集） 
・障がいのある人が、あらゆる分野に参加できるよう支援 

・陣がいについての理解を深め、不利益な取扱いの解消に つと 

努める 

・県、市町村の施策への協力 



い　　　　　　いわ　て　けん

共に生きる岩手県づくり

てあらゆる分野の活動に参加する権利を尊重すること。（3貰1嵐

僻を深めることを基本とすること。（義嵐
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情報の提供
およ　　　い　けん　　もようし●

及び意見の聴取

（11集1項前段）

障がいのある人とない人

との交流の機会の拡大

交流の場への参加促進等

か音義（慮）
．＼についての理解の促進、陣がいのある人に対する不利益な取扱い

肖

か策定及び実施
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iの育成（10集）

儀を有する職員の育成

唱がいについての知識と理解を深める

勝義轟く1磨）
施策を推進するための必要な

財政上の措置

陣がいについての理解の

促進に資する情報の提供

しちょうそん　やくねり　　鎚う

●市町村の役割（5桑）

地域特性に応じた、障がい

についての理解の促進、

陣がいのある人に対する

不利益な取扱いの解消に

関する施策の推進



敵いがあることを鐘鮎して不利な違鼠

採蔭笈び揺動の勒鮎することなどです。

陣がいを理由に公共施設等の利用を断られた
さペつて書　　はつげん　　う

差別的な発言を受けたなど

このような場合は、凝魔感雛箪
熟が㌢暫1鰍鈴∵∴∵ごそうだん

に御相談ください。
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た、市町村社会福祉協議会から連絡を受けた
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劉こ応じて、関係機関や関係団体などと

不利益な取扱いの解消に努めますd

相談先
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轟例に関するお聞合せ先


